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内部統制基本方針 

平成 18 年６月６日決定 

平成 21 年１月５日改訂 

 

 当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり、内部統制基本方針（当社の業務の適正を確保するための体制

の整備に関する基本方針）を定めるとともに、今後、適宜、その見直しを行う。なお、代表取締役社長は、本基本方針の趣旨を全ての役員及び

社員に周知徹底するなどにより、内部統制の実践に係る環境の醸成に努める。 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）取締役会が定める企業理念及び経営基本方針並びに代表取締役社長が定めるコンプライアンス基本方針をもって、役員及び社員の行動

規範とし、法令、定款等諸規則及び社会規範の遵守に努めるものとする。 

（２）代表取締役社長は、適宜、社内規則の整備、見直しを行い、法令等遵守に係る社内体制整備の充実に努める。 

（３）決済インフラとしての信頼を維持、向上するため、当社ウェブサイト等を通じて業務遂行状況等のディスクロージャーを積極的に行い、

事業運営の透明性確保に努める。 

（４）役員及び社員が法令等遵守上疑義のある行為等について社内及び社外の窓口に直接情報提供できる手段（コンプライアンス・ホットラ

イン）を設け、その適切な運用を図る。 

（５）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度で臨み、組織的に対応する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（１）取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び社内規則に従い、適切に保存及び管理を行う。 

（２）特に、個人情報保護を含む情報セキュリティの確保に配意する。 
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定期的又は臨時に開催するなどにより、業務処理に係るシステムリスク、

事務リスク、財務運営に係るリスク等に関し、全社的なリスク管理体制の整備を推進する。 

（２）代表取締役社長は、役員及び社員の職務の遂行等におけるリスク管理に関する基本的事項について、リスク管理基本方針を定める。 

（３）代表取締役社長は、リスク管理委員会の運営状況、リスク管理体制の整備状況、システムの開発・運用状況等について、適宜、取締役

会に報告する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）社内規則の規定に基づく職務権限及び業務分掌により、適正かつ効率的に職務が遂行される体制を確保する。 

（２）取締役会は、３事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、毎年、更新する。その際、中期経営計画を具体化するための年度事業計

画・予算を策定する。 

（３）代表取締役社長は、中期経営計画、年度事業計画・予算の円滑な遂行に資するよう、経営資源の適正配分、社内における情報の共有化

等、効率的な体制確保に努める。 

（４）代表取締役社長は、毎月の業務遂行における重要な事項及び四半期毎の収支状況等について、取締役会に報告する。 

（５）その他、取締役会の諮問に応じて業務に関する重要な事項の検討を行う業務委員会及び小委員会を設置して、提供サービスの利用者ニ

ーズを捕捉し、効率的な業務遂行に資するものとする。 

 

５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１）代表取締役社長は、子会社の業務の状況について、適宜、取締役会に報告する。 

（２）リスク管理委員会の委員構成を子会社の業務部門の部長を含めたものとするなどにより、当社グループとして一体的にリスク管理を行

う。 
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（３）常勤監査役は、子会社の監査役を兼務し、当社グループ全体の業務遂行状況を監査する。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

（１）監査職務の円滑に資するため、監査役の職務を補助すべき使用人として、また、監査役会事務局として、監査役補助者を置く。 

 

７．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（１）監査役補助者の異動及び考課等について、担当取締役が常勤監査役に事前に報告を行い、監査役補助者の取締役からの独立性を確保す

る。 

（２）監査役補助者のうち、業務の執行に係る役職を兼務しない専任の者を置く。 

 

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

（１）業務遂行状況等については、監査役の出席する取締役会その他社内の重要な会議において報告するとともに、適宜、当社又は当社子会

社に係る法令等遵守に係る重要な事項を含め、監査役又は監査役会に報告する。 

（２）前記に関わらず、監査役が必要と判断する場合、その求めに応じ、随時、報告を行う。 

（３）コンプライアンス・ホットラインの適切な運用を維持することにより、法令違反その他の法令等遵守上の問題についての監査役への適

切な報告体制を確保するものとする。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１）監査役又は監査役会は、代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催するとともに、会計監査人である監査法人とも、適宜、意見交

換を行い、連携を図る。 

以  上 


